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意匠公告を らせる 秘密にする）方法 

 
 

現在、台湾意匠出願の平均審査期間は、約 4～6 ヶ月である。商品の発売前に

意匠公報が発行され、意匠の内容が公告（公開）されることは、知財戦略上、好

ましくない。台湾には、日本のような秘密意匠制度はないが、次の方法により意

匠の公告を遅らせることができる。 

原 書 出 中 書

う  
 

現行の台湾特許庁実務においては、外国語明細書（アラビア語、英語、

フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペ

イン語）又は簡体字中国語明細書でひとまず出願しておき、後日、台湾中

国語明細書を提出することができる。 

 

当該台湾中国語明細書の補完期間は、外国語明細書を提出してから 4 ヶ

月である。この補完期間は、必要であれば、更に 2 ヶ月間の延長を申請す

ることができる。 

 

したがって、上述した台湾中国語明細書の補完という制度を活用する

方法により、意匠の公告を最大 6 ヶ月遅延させることができる。 

 
 

実体  
 

台湾では、2018 年 7 月 1 日より、意匠の実体審査開始延期制度が導入

された。要件は、以下の二つである。 

 

1. 審査意見通知書又は査定書が発せられていないもの 

2. 分割出願がされていないもの 

 

即ち、通知書受領済みの場合、又は分割をした場合は、意匠の実体審
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査延期を請求できない。また、請求は取り下げることができるが、再び

請求することはできない。 

 

請求できる時期は、出願と同時、又は出願後（上記二つの要件を満た

すべき）であり、手数料は無料である。実体審査開始延期制度を請求す

る際に、請求書に審査続行開始日を明記(例：「2018 年 12 月 1 日から実

体審査を続行」等)しなければならない。 

 

意匠の実体審査延期制度を請求する場合は、出願日（優先権を主張す

る場合は優先日）から最長 1 年間を延期期間として申請することができ

るため、日本基礎出願の優先権主張期間の最終日に優先権を主張して出

願するとともに、前記 1 の方法により、外国語明細書をもって出願し、

その後、中国語明細書を提出期限日に提出するのと同じ効果を生じる。 

 

三. 告 延期  

 

上記「第八節 登録手続」でも述べたとおり、意匠の公告は、最長 6

ヶ月間の延期請求が可能である。さらに、登録料の納付期間は登録通知

書の受領日から 3 ヶ月間であるので、納付期限日に登録料を納付すると

ともに、公告の延期を請求すれば、最長で 9 ヶ月間公告を遅らせること

ができる。 

 

 

四. 前 法 公  

 

前記一から三の方法を併用すれば、意匠の公告は、優先権基礎出願の

出願日（優先日）から最長で 2 年 3 ヶ月間遅らせることが可能となる。 
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2. 年金 減免 

意匠権者が自然人又は台湾の学校である場合、年金の減免が受けられ

る。意匠権者が外国の学校、又は台湾若しくは外国の中小企業である場

合、書面をもって年金の減免を請求することができる。意匠権が 2 以上

の権利者により共有されている場合、全ての権利者が減免請求の要件を

満たしてなければならず、規定の手続きが完了してはじめて年金の減免

を受けることができる。 

 

年金減免の要件を満たしている場合、1 年目から 6 年目までの年金の

減免が受けられる。意匠権者は 3 年又は 6 年の減免を一度に請求する、

又は 1 年目から 6 年目までの各年度に請求することができる。各年度の

減免額は、下表のとおりである。 

 

各年度の減免額 

年  自然人（低所得者は除外）、

学校又は中小企業 
自然人（低所得者） 

1 ~ 3 NT$800 全額 
4 ~ 6 NT$1,200 全額 

7 年目以

降 
減免なし 全額 

 
3. 年金 追 及 利回  

 
納付期限日までに年金を納付できなかった場合も、期限日から 6 ヶ月

以内であれば、年金を追納することにより権利を維持することができる

が、納付が完了するまで、毎月、年金の 20%（上限 100％）が加算され

る。追納期間を経過しても納付されなかった場合、その意匠権は元の納

付期限日の翌日に遡って消滅する。 

 

追納期間の徒過が故意ではない場合、権利の回復期間（原追納期間満

了日から 1 年以内）に年金の 3 倍の額を追納すれば、権利を回復できる。 
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4. 年金 返  

 
年金を過納又は誤納した場合、その領収書の正本を添えて年金の返還

を請求できる。また、意匠権を放棄した、若しくは取り消された、又は

公告前の登録証請求を取り下げた場合、すでに納付した年金は過納に属

するとして、同様に返還を請求できるが、意匠権の存続期間が 1 年に満

たない場合は、1 年間とみなし、当該年度の年金は返還されない。 

 

三 正  
 

訂正とは、権利取得後に明細書、図面又は図面の説明を補正することを指

す。訂正請求は、審査中の補正とは異なり、登録査定、費用納付、登録証受

領並びに公告を経て権利を取得してはじめて行うことができる。 
 
意匠権取得後の意匠説明書又は図面の訂正は、誤記又は誤訳の訂正、不明

瞭な記載の説明などについてのみ行うことができる。また、訂正は、誤訳の

場合を除き、出願時の意匠説明書又は図面に記載された範囲に限られ、公告

時の図面を実質的に拡大又は変更することは認められない。 
 
意匠の訂正に係る規定の詳細については、「第四節 明細書と図面の作成

及び出願後の補正と訂正」をご参照いただきたい。
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第五 第 者が 有 る同一又 似の 匠

を発見した場合の対

 

 

効 判 

 

. 無効  

 

意匠出願は、特許及び実用新案と同様に、登録査定され公告さ

れた結果、意匠権が付与され、排他的効力が発生する。専利権者

と公衆の利益の調和を図るために、専利法により無効審判請求と

いう公衆補助審判制度が設けられており、公衆の協力により、専

利主務官庁は、専利権の授与をより正確かつ的確なものとするた

めに、公告された専利案件について改めて審理を行う。 

 

第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応

として、当該意匠権に対し、無効審判を提起することが考えられ

る。意匠権の無効審判請求については、専利法第 141 条に規定さ

れており、また、第 142 条にて特許権の第 72 条、第 73 条第 1、3

及び 4 項、第 74～78 条、第 79 条第 1 項及び第 80～82 条の規定を

準用することが規定されている。 

 

専利法第 141 条には、意匠権についての無効審判請求の事由が

規定されている。第 142 条に、それらを準用すると記載されてい

る特許権の無効審判に関する条文のうち、第 72 条には「利害関係

者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、

特許権の当然消滅後も、無効審判を請求することができる。」こと

が規定されており、その他の条文には無効審判請求の審理の方式

及び手続きが規定されている。 

 

意匠は、請求項をもってその専利権範囲を限定するものではな

いため、請求することができるのは、意匠権全体の取り消しのみ

である。このため、特許権に関する専利法第 73 条第 2 項の「特許

権に二以上の請求項がある場合は、一部の請求項について無効審
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判を請求することができる」及び第 79 条第 2 項の「無効審判請求

の審決は、請求項ごとにこれを行わなければならない」という規

定は準用されない。上記規定を除けば、意匠権の無効審判請求は、

専利法の特許権の無効審判請求に関する規定が全て準用される。 

 

また、無効審判請求により専利権の取消しが確定した場合は、

その専利権の効力が最初から存在しなかったものとみなされる。

一方、知的財産案件審理法第 16 条の規定により、裁判所が専利民

事権利侵害訴訟において専利の有効性抗弁に対して行う審理と判

断は、当事者間においてのみ効力を有し、それにより専利権が無

効となることはない。 

 

以下は、意匠権の無効審判請求の事由、無効審判の行政救済、無

効審判に関する判断（無効審判審決書、訴願決定、行政訴訟判決

などを含む）の事例の順に説明する。 

 

 
. 無  

 

専利法第 141 条には、次の通り規定されている。 
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ここで、第 141 条第 1 項の「何人も、専利主務官庁に、無効審

判を請求することができる。」における「何人も」について、台湾

の専利審査基準の「第五編 無効審判請求の審理」には、仮に専

利権者が自ら無効審判を請求し、無効が成立しなければ、第三者

に対し一事不再理という効力を生じてしまうことから、公衆審理

制度との間の矛盾を回避するために、「何人も」には専利権者自身

を含まない。したがって、専利権者が自ら無効審判請求を行った

場合は、受理すべきではない、と記載されている。 

 

また、第 141 条第 2 項の「利害関係者」について、台湾の専利

審査基準の「第五編 無効審判請求の審査」には、「利害関係者の

もっとも典型的な例は、真に専利出願権を有する者又は専利出願

権を共有する者である」と記載されている。また、台湾の専利審

査基準の同箇所には、専利民事権利侵害訴訟の被告が無効審判請

求人であり、係争専利に対して無効審判を請求した場合は、それ

が利害関係を有すると認めるべきである、という内容が記載され

ている。つまり、専利民事権利侵害訴訟の被告も、利害関係者と

して認められる。 

 

第 141 条  
意匠権に次のいずれかの事情があれば、何人も、特許主務官庁に、無効

審判を請求することができる。 
1.第 121 条から第 124 条、第 126 条、第 127 条、第 128 条第 1 項か

ら第 3 項、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 133 条第 2 項、第 139 条

第 2 項から第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項、第 142 条第

1 項が準用する第 43 条第 2 項、第 142 条第 1 項が準用する第 44 条第 3 項

の規定に違反する場合。 
2.意匠権者の属する国が中華民国国民の出願を受理しない場合。 
3.第 12 条第 1 項の規定に違反する場合、又は意匠権者が意匠登録

出願権者ではない場合。 
利害関係者に限り、前項第 3 号の事情をもって無効審判を請求するこ

とができる。 
意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、その登録査定

時の規定によるものとする。ただし、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、

第 139 条第 2 項、第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項又は第

142 条第 1 項が準用する第 43 条第 2 項に規定する事情をもって無効審判を

請求する場合には、無効審判請求時の規定によるものとする。 
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また、第 141 条第 3 項について、意匠権につき無効審判を請求

することのできる事情は、専利法の改正によって専利権が不確定

状態となることを回避するために、必然的に登録査定時の規定に

従わなければならない。 

 

しかしながら、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 139 条第

2 項、第 4 項に規定される事情－－分割、出願の変更、補正若し

くは訂正が出願時に開示された範囲を超えているという事情、訂

正が公告時の専利権範囲を実質的に拡大又は変更であるという事

情－－で無効審判を請求する場合は、それらの事情が「先願主義

のもとで専利権取得の本質規定」に違反したり、排他的範囲の拡

大又は変更に該当するため、それらの事項について無効審判を請

求する場合は、無効審判請求時の規定に従うものと定められてい

る。 

 

無効審判の事由のうち、第 141 条第 1 項第 1 号に規定の事由、

例えば意匠権が新規性、創作性に関する意匠の実体要件を満たさ

ないことは、意匠権の客体の争いに属し、第 141 条第 1 項第 2、3

号に規定の事由は、意匠権の主体の争いに属する。意匠の実体要

件に関する争いは、専利審査基準第二篇「意匠実体審査」におけ

る各実体要件に関する規定がそれぞれ適用される。 

 

専利法第 141 条の無効審判の事由を下表にまとめる。 

 

条文  

121 意匠の定義 

122 専利要件 

123 新規性の擬制喪失 

124 法に定められた意匠権を付与しない項目 

126 明細書及び図面の記載要件 

127 関連意匠の要件 

128Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 先願主義：択一又は協議 

131Ⅲ 出願の変更(独立意匠を関連意匠に／関連意匠を独立

意匠に変更)により、出願時の範囲を超える 
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意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、上表の

とおりである。なお、専利法第 129 条第 1 項の「一意匠一出願」

は、無効審判の事由ではないので、何人も、当該規定に違反する

という事由で、無効審判を請求することはできない。 

 

 
三. 無効 判 行政 済 

 

以下は、台湾の知的財産局のウェブサイトに説明されている意

匠登録出願の審査及び行政救済の流れ図の和訳である。無効審判

請求に関する部分は、点線で示されている。 

 

132Ⅲ 出願の変更(異なる種類の出願に変更)により、出願時

の範囲を超える 

133Ⅱ 台湾中国語書面が外国語書面の範囲を超える 

139Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 訂正が実質的な拡大であり、又は公告時の意匠権範囲

を変更する 

142Ⅰ準用 34Ⅳ 分割により出願時の範囲を超える 

142Ⅰ準用 43Ⅱ 補正により出願時の範囲を超える 

142Ⅰ準用 44Ⅲ 誤訳により外国語書面の範囲を超える 

141Ⅰ(2) 
意匠権者が属する国が中華民国国民の意匠登録出願

を受理しない 

141Ⅰ(3) 意匠権者が意匠登録出願人でない場合 
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意匠権の審査及び行政救済の流れ図の和訳 

(https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6659&CtUnit=3198&BaseDSD=
7&mp=1) 

 

専利無効審判請求事件の審決は、行政処分であり、当事者は、

権利又は利益が損害を受けたと考える場合、訴願法に基づき経済

部訴願審議委員会に対して訴願を提起することができる。訴願決

定に不服の場合は、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起する

ことができ、訴えが棄却されたときは、さらに、最高行政裁判所

に上訴を提起することができる。 

 

無効審判の請求は、上図が示すように、原則的に専利権が公告

されてから、専利権存続期間内に行わなければならない。専利出

願案件は登録公告日から専利権を授与されるため、無効審判請求

は、公告日から初めて行うことができる。公告日の前に無効審判

を請求しても、無効審判請求の対象がないため、その無効審判請

求は受理されない。 
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専利権が当然消滅した場合は、原則的に無効審判請求の対象と

することができない。しかしながら、専利法第 142 条第 1 項が準

用する第 72 条により、専利権の取り消しに対して利害関係者が

回復可能な法律上の利益を有する場合は、専利権が当然消滅した

後も依然として無効審判を請求することができる。 

 

 
四. 効 無 判 訟 決

を含む） 事  
 

事例 1：意匠の定義（視覚に訴える創作、経済部知的財産局(106)

智專三（一）03037 字第 10620788320 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178517 号「工具箱及びそ

の中身の組合せ」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意

匠は、出願日が 2015 年 12 月 22 日であり、2016 年 10 月 1 日に

登録された。無効審判請求人は、係争意匠が専利法第 121 条第 1

項に規定の「意匠の定義」に違反すると主張した。 

 

無効審判請求人は、「係争意匠の工具箱に開示の全ての形状が、

工具の収納及び携帯を目的としたものである。収納及び携帯とい

う使用状態においては、中身を落とさないように、箱体を閉じた

状態にしなければならないので、箱体及びその中身は見えない。

このため、係争意匠は、視覚に訴える創作ではなく、単なる使用

性の機能である」と主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

2016 年意匠審査基準第 3-1-2 頁の「意匠は、『物品』に応用す

る形状、模様、色彩又はその組み合わせ（本章では、以下『外観』

という）であり、視覚を通じて訴求される創作であり、専利出願

に係る意匠の実質的内容は、図面に開示された物品の外観に基づ
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いて明細書に記載された物品及び外観に関する説明を斟酌する

ことで、専利出願に係る意匠の範囲を限定する」との記載に基づ

けば、係争意匠は、工具箱及びその中身の組合せを開示しており、

請求の範囲は工具箱の外観及び中身の配置の組合せが呈する視

覚効果である。係争意匠は、物品に適用される形状、模様又はそ

の組み合わせを有し、且つ、視覚を通じて訴求される創作に属す

るものである。よって、係争意匠は、意匠の定義を満たしている。 

 

 
 

係争意匠の斜視図（左）及び使用状態図（右） 
 

事例 2：新規性喪失の例外（グレースピリオド、経済部知的財産局

(107)智專三（一）03027 字第 10720591230 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178840 号「車のフレーム」（以

下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 4

月 21 日であり、2016 年 10 月 11 日に登録された。無効審判請求人

は、証拠 2、3、4 により係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1、2 号

の規定（新規性）に違反すると主張した。 

 

証拠 2 は、2016 年 3 月 24 に公開され、「COOLTHINGS」というウ

ェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の商品紹介ウェブページで

ある（http://www.coolthings.com/coast-cycles-ruckus-ebike/）。証拠 3

は、「Wayback Machine」を介して証拠 2 の URL の公開時間を検証し

たデータである。証拠 4 は、2016 年 3 月 28 日に公開され、

「LIKECOOL」というウェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の
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商品紹介ウェブページである

（http://www.likecool.com/The_Ruckus_Bike--Bike--Gear.html）。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2、3、4 は、公開時間が係争意匠の出願日よりも早いが、係争

意匠は、「Coast Cycles Ruckus」という名称の自転車全体であり、2016

年の台北国際自転車展覧会に出展された。係争意匠は、出願時（2016

年 4 月 21 日）に当該展覧会に出展された事実に基づいてグレースピ

リオド（2016 年 3 月 1 日）を主張し、グレースピリオドは、証拠 2、

3、4 の公開日よりも早いので、係争意匠には、専利法第 122 条第 3 項

の新規性喪失の例外規定が適用される。証拠 2、3、4 は、当該展覧会

に出展された事実を転載したものであり、公開時間は係争意匠の出願

日よりも早いが、先行意匠とみなすべきではなく、係争意匠の新規性

と創作性を否定することはできない。 

 

事例 3：新規性喪失の例外（証拠能力、経済部知的財産局（106）智

專三（一）03037 字第 10620468060 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D176268 号「五角花の蚊よけカー

テン」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015

年 10 月 29 日であり、2016 年 6 月 11 日に登録された。無効審判請求

人は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1 号の規定（新規性）に違

反すると主張した。 

 

被請求人は「証拠 2 の意匠権者が詐欺又は窃取などの不正手段で、

係争意匠出願人から意匠の内容を知り得てからそれを公開したなどの

事実により、係争意匠は、新規性又は創作性喪失の例外に属するもの

であり、専利法第 122 条第 3 項第 3 号の『出願人の意図に反する漏洩』

に該当する。」と主張した。（注記：専利法におけるグレースピリオド

に関する規定は 2017 年 5 月 1 日に改正された。改正法では、グレース

ピリオドの適用事由とされていた「実験で公開された」「刊行物に発表
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された」「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示

された」「出願人の意図に反して漏洩した」との四つの制限が緩和され、

「その公開が出願人の行為に起因するもの」であっても「出願人の意

に反して公開されたもの」であっても、グレースピリオドが適用され

る。係争意匠は 2016 年 4 月 20 日に登録査定されたので、改正前の規

定が適用される。） 

 

被請求人の提出した答弁証拠 1、答弁証拠 3 は SNS での会話履歴、

答弁証拠 2は製品カタログ、答弁証拠 4は答弁証拠 2の特許証の写真、

答弁証拠 5 は係争意匠の公告書類である。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

インターネットの情報は随時更新、変更されるものであり、当該会

話記録の日付及びその内容の真実性を確かめることはできない。また、

カタログにも公開日付が表記されていない。このため、上記内容の真

実性を証明できる他の証拠がない限り、答弁証拠 1~答弁証拠 3 は証拠

能力を有する関連証拠とすることができないので、係争意匠は新規性

又は創作性喪失の例外を主張することができない。 

 

事例 4：新規性の擬制喪失（経済部知的財産局(106)智專三（一）

03019 字第 10621115500 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D181899 号「工具ハンドル」（以

下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 1 月

27 日であり、2017 年 3 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証

拠 2 により係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に

違反すると主張した。 

 

証拠 2 は、2015 年 12 月 30 日に出願され、2016 年 8 月 1 日に公告

された台湾意匠登録第 D177358 号（出願号：104307353）「レンチの一

部」である。 
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 知的財産局の心証・判断 

 

両者を対比すると、証拠 2 は、レンチのヘッド部連結箇所が、弧状

の辺を有する四辺形を呈するのに対し、係争意匠は、その輪郭線が直

線状である。証拠 2 のレンチハンドルは、両表面にそれぞれ 1 つの大

きい台形の溝が設けられるのに対し、係争意匠のハンドルは、順に 3

つの溝が設けられているという点においても異なる。また、証拠 2 の

大きい台形の溝には、両側の平行四辺形と中央の台形という係争意匠

の外形が開示されていない。このため、両者は類似しておらず、証拠

2 は、係争意匠が新規性の擬制喪失に係る規定に違反することを証明

するに足りない。 

 

 
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 5：新規性の擬制喪失（経済部知的財産局(106)智專三（一）

03027 字第 10620087800 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D175709 号「瓶」（以下、係争意

匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 11 月 11 日であ

り、2016 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2 によ

り係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に違反する

と主張した。 
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証拠 2 は、2015 年 10 月 28 日に出願され、2016 年 6 月 21 日に公告

された台湾意匠登録第 D176601 号（出願号：104306061）「瓶」である。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2 は、斜視図及び他の図面によると、瓶が円筒体で、蓋の上半

部が側面視において流線形に湾曲し、蓋の下半部が弧状で外に向かっ

て漸広するスカート状を呈し、蓋の底縁が流線状の湾曲面で波状の意

匠である。一般の消費者が商品を選択購入する際の観察と認識によれ

ば、係争意匠の設計から生じる視覚的イメージは一般の消費者にそれ

を証拠 2 であると誤認させ、つまり混同、誤認29する視覚的イメージ

を生じさせる。したがって、証拠 2 により、係争意匠の新規性の擬制

喪失を証明できる。 

 

  
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 6：明確性（経済部知的財産局（107）智專三（一）03037 字第

10720685940 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

                                                   
29 台湾の意匠審査基準では、審査官が新規性を審査する際は、一般の消費者が商品を選ぶ

ときの観点で判断し、混同・誤認の印象が生じ得た場合、先行意匠と同じ又は類似と認める

ことができることが解説されている。 
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無効審判被請求人は、意匠登録第 D177918 号「ドライバーの尖端部

分」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015

年 9 月 10 日であり、2016 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人

は、係争意匠が専利法第 126 条第 1 項の規定（明確性）に違反すると

主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

係争意匠を左側面図から見ると、稜線の両側に位置する末広がりの

輪郭線の末端は角柱線と繋がるが、それは平面図の稜線輪郭線に対応

しない（当該輪郭線は直線であり、かつ、角柱線と繋がっていない）。

また、平面図において、4 本の稜線の間には、それぞれ区切り線が入っ

ているが、当該区切り線に対応する形状特徴は、他の視図により知る

ことができない。このため、図面に開示されている内容は不明確であ

り、当該意匠が属する意匠の分野における通常の知識を有するものは、

その内容が理解できないので、意匠登録時の専利法第 126 条第 1 項の

規定に違反し、係争意匠の明確性は認められない。 

 

 
係争意匠の左側面図（左）、斜視図（左中）、平面図（右中）、及び正面図

（右） 
 

事例 7：先願主義（先願の認定、経訴字第 10706300030 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 
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意匠登録第 D182432 号「ビンロウカッター」（以下、係争意匠）は、

出願日が 2016 年 5 月 23 日であり、2017 年 4 月 21 日に登録された。

無効審判請求人（後に訴願人）は、証拠 2~4 の組合せにより係争意匠

が専利法第 128 条第 1 項の規定（先願主義）に違反するとして、無効

審判を請求した。これに対し、知的財産局は、無効不成立の審決をし

た。無効審判請求人は、経済部訴願委員会に訴願を提起した。 

 

証拠 2 は、2010 年 7 月 11 日に登録された第 98304456 号意匠登録

「園芸カッター」であり、証拠 4 は、2016 年 1 月 22 日に出願された

意匠出願第 105300323 号「果実カッター」であり、証拠 3 は証拠 4 の

拒絶査定書である。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

「同一又は類似の意匠」とは、2 つの「意匠」出願の内容が同一又は

類似のものである。従って、先願主義に反するかどうかは、後願の意

匠登録を単一の引例と対比して認定すべきであり、多数の引例を組み

合わせて認定してはならない。対比原則は新規性の審査の原則を準用

する。従って、訴願人の「証拠 2~4 の組合せにより…先願主義の原則

に反し」という理由は認められない。 

 

証拠 2 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.2 の「先願主義が適

用される状況」には、先願主義が適用される状況として「異なる日に

出願され、先願が後願の出願日の前に既に公告されている場合は、後

願の審査に優先的に新規性要件を適用する」と記載されている。証拠

2 は、その公告日が 2010 年 7 月 11 日であり、係争意匠の 2016 年 5 月

23 日よりも早いので、係争意匠の出願前に公告された先願である。従

って、証拠 2 が、係争意匠が新規性に係る規定に違反しているか否か

の審理に優先的に適用される。 

 

証拠 4 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.3（3）には、「…専

利を与えない査定が確定した（中略）出願は、同一又は類似の意匠で

あるか否かを判断するための引用文献としてはならない。」と記載され

ている。先願主義の目的は、専利権の重複授与を回避することにあり、
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先願に専利を与えない査定が確定している場合、後願に対して重複し

て授与するという問題はないので、先願を、後願が先願主義の原則に

反するか否かを判断する証拠としてはならない。証拠の意匠出願第

105300323 号「果実カッター」は、原処分機関が 2016 年 12 月 12 日に

拒絶査定書（即ち、証拠 3）により「専利を与えない」という査定が確

定しているので、証拠 4 は係争意匠が先願主義の原則に反するか否か

を判断する証拠としてはならない。 

 

事例 8：先願主義（請求の範囲の認定、経済部知的財産局(104)智專三

（一）03039 字第 10421702470 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D155505 号「容器の瓶体（一）」（以下、係争意匠）は、

出願日が 2012 年 12 月 27 日であり、2013 年 8 月 21 日に登録された。

無効審判請求人は、証拠 2 により係争意匠が専利法第 128 項の先願主

義の原則に反するとして、無効審判を請求した。 

 

証拠 2 は、2012 年 5 月 18 日に出願され、2013 年 2 月 1 日に登録さ

れた意匠登録第 101302858 号「容器の瓶体」である。 

 

無効審判請求人は、「係争意匠と証拠 2 は、一般の消費者が注目し易

い特徴部位において同一であり、両者は局所の微細な差異を有するの

みである。その差異は、係争意匠の瓶体では底部が滑り止めのゴムで

覆われていることにある。滑り止めのゴムは、機能性要素であり、機

能性要素は意匠の審査の範囲に属するものではないので、対比、判断

の範囲としてはならない。また、滑り止めのゴムを加えても、係争意

匠が特異な視覚効果を生じることはない」と主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2 は、瓶体の底部に滑り止めのゴムを有さない。滑り止めのゴ

ムは、瓶体の下方の形状に沿って設けられるが、それは瓶体の下方の

表面に明らかな区切りという表面の特徴を与える。総合的に見ると、
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係争意匠の外観全体は、証拠 2 と異なる視覚効果を呈するので、両者

は類似する意匠ではない。従って、証拠 2 により、係争意匠が先願主

義の原則に反することを証明することはできない。 

 

 
 

係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 
 

事例 9：新規性（証拠能力、経訴字第 10606310580 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D174493 号「キーボード」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2015 年 8 月 27 日であり、2016 年 3 月 21 日に登録された。無効審

判請求人（後に訴願人）は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 2 号

（新規性）に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、知

的財産局は、無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、経済部訴

願委員会に訴願を提起した。 

 

訴願人は、口頭弁論において答弁証拠として Youtube の動画を提出

し、係争意匠が新規性を欠いていると主張した。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

当該 YouTube のサイトの左下方には、「公開日：2015 年 5 月 2 日」

などと表示されているので、当該動画の公開日である 2015 年 5 月 2 日
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は、係争意匠の出願日である 2015 年 8 月 27 日よりも早いと認めるに

足る。当該動画中のキーボードの外箱には、「都市方円 バックライト

ゲームキーボード」及び「深セン市華○美プラスチックモールド有限

公司」の記載があり、無効審判の証拠 5 の実物見本の外箱の記載と同

じである。よって、無効審判の証拠 5 は、YouTube 中のキーボードと

同じものであると考えられるので、無効審判の証拠 5 が係争意匠の出

願前に公開され、証拠能力を有することが証明できる。 

 
答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー 

http://youtu.be/J3oViFLDQOI 

 

  
係争意匠の斜視図（左）と答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー（右） 
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事例 10：創作性（創作性の審査、経訴字第 10506312940 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D166936 号「エンジン吸気管」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2014 年 7 月 15 日であり、2015 年 4 月 1 日に登録された。無効

審判請求人（後に訴願人）は、係争意匠は証拠 2 により新規性と創作

性に係る規定に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、

知的財産局は、無効不成立の審決をした。請求人は、経済部訴願委員

会に訴願を提起した。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

証拠 2 には、係争意匠の「連結部は、もう 1 つの柱体がフランジ部

に延伸する」という形状の特徴が開示されていない。証拠 2 には、フ

ランジ部の前端における「逆台形」の斜め断面が開示されており、こ

れは係争意匠のフランジ部の前端における「半円形」の斜め断面と異

なる。証拠 2 のパイプ部の一側には、もう 1 つの短い円柱が開示され

ており、これは係争意匠の湾曲パイプの一側における「平たい」湾曲

面と異なる。上記形状の特徴が係争意匠の本体に占める比率は極めて

大きく、一般の消費者が注目しやすいため、係争意匠の全体外観の主

要な特徴を構成し、係争意匠に顕著な造形変化のオリジナリティを与

え、奇抜で独特な視覚効果を与えることができる。従って、証拠 2 は、

係争意匠が創作性を欠いていることを証明するに足りない。 

 

訴願人は、「証拠 2 のパイプ部の一側に設けられる短い円柱はノズル

として設けられたもので、主要な造形要素ではない。係争意匠と証拠

2 の差異は、厚さや高さの微細な調整にしかない」と主張した。しか

し、証拠 2 の短い円柱は、具体的な形状であり、それは形状の変更に

関するものである。当該短い円柱の形状特徴とその視覚効果は、一般

の消費者が注目し易い特徴であるので、それを無視して対比してはな

らない。また、「エンジン吸気管」の機能性要素及び同類商品のデザイ

ンは、日々成熟の度合いを増しているので、異なる「エンジン吸気管」

の意匠を対比すると、その差異は往々にして非常に微細なものになる。
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もし、互いの間に実質的な相違点があり、視覚効果の増進、強化をも

たらしており、且つ、その変化が一般の消費者の注目を引き得るので

あれば、創作性を有すると認めるべきである。従って、係争意匠は、

創作性を欠いているとはいえない。 
 

 
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 11：創作性（先行意匠と組合せの動機付け、経訴字第

10606301610 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D159365 号「タイルの縁飾り」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2013 年 3 月 11 日であり、2014 年 3 月 11 日に登録された。係

争意匠は、証拠 2、4 の組合せ、証拠 2、5 の組合せ、証拠 3、4 の組合

せ、及び証拠 3、5 の組合せにより創作性に係る規定に違反するとし

て、無効審判が請求された。知的財産局は、無効成立、意匠権を取り

消すべきである、との審決をした。無効審判被請求人は、経済部訴願

委員会に訴願を提起した。 

 

証拠 2 は、1997 年 8 月 11 日に公告された台湾実用新案登録第

85200648 号「Decoration sheet of angle protection strip of tile」である。証

拠 3 は、2008 年 9 月 21 日に公告された台湾実用新案登録第 97205680

号「Spacer strip structure for pebble washing operation」である。証拠 4 は、

2011 年 9 月 21 日に公開された中国特許第 CN102189888A 号「Multi-

layer three-dimensional texture substrate and manufacturing method thereof」
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である。証拠 5 は、2011 年 10 月 1 日に公告された台湾実用新案登録

第 100204422 号「Gold grain printing paper structure」である。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

証拠 2、4、証拠 2、5 の組合せの動機付けについて、訴願人は、証拠

4、5 が異なる物品であるので、組み合わせる動機付けがないと主張し

た。しかし、金属の表面に仕上げ加工（ヘアライン仕上げ）という表

面処理を行うことにより、反射光を抑えるという視覚効果を達成する

ことは、金属材料の分野において従来極めてよく見られる表面処理の

手段であるので、それが属する意匠の分野における通常の知識を有す

る者は、タイルの縁飾りの金属表面の反射光を抑えるために、他の表

面処理の手段を参考にする動機を有し、またそれらを組み合わせるこ

とは容易である。 

 

訴願人は、証拠 3 と係争意匠が同じ意匠の分野に属するものではな

いと主張した。しかし、証拠 3 は、建築の表面処理に用いられ、係争

意匠のタイルの縁飾りと類似する物品である。また、創作性の審査に

おいて、先行意匠とは同一又は類似の物品の意匠の分野に限られるも

のではない。意匠登録を受けようとする意匠と先行意匠の差異は、他

の意匠の分野の物品の外観を直接転用したものであり、特異な視覚効

果を生じさせることができなければ、容易に想到しうるものと認める

べきである。 

 

事例 12：創作性（証拠能力、知的財産裁判所 2017 年行専訴字第 87

号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D163254 号「収納ケース（三）関連（三）」の関連意匠

（以下、係争意匠）は、出願日が 2014 年 3 月 11 日であり、2014 年 10

月 1 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、2016 年 2 月

5 日に係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項

の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局は、無効
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成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審判被請求

人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経

済部訴願委員会は、2017 年 9 月 14 に訴願を棄却した。訴願人は、訴

願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。 

 

証拠 3 は、原告が 2014 年 2 月 25 日に YouTube で公開された

「KEYWAY LF607 LF605直取式收納箱」の動画のキャプチャーである。

証拠 4 は、証拠 3 の動画の公開日の公証の写しである。証拠 5 は、日

本 CAINZ 社が 2013 年 3 月 27 日に YouTube で公開した「[Cainz]カイ

ンズスタックボックス「キャリコ」の機能説明します。」の動画のキャ

プチャーである。証拠 6 は、2013 年 6 月 21 日に登録された台湾実用

新案登録第 M455425 号「収納フレーム」である。 

 

 知的財産裁判所の心証・判断 

 

原告は、「証拠 3、5 は、ウェブページのデータであるから、その公

開日の正否を証明できず、且つ、WayBack Machine でも証拠 3、5 のア

ップロードの日付が見つからないので、証拠 3、5 は証拠能力を有さな

い」と主張した。しかし、YouTube サイトの情報量は膨大で、操作さ

れ改竄される可能性は極めて低い。原告は、YouTube の公開日が改竄

可能であるという証拠を提出していないので、ビデオの公開日は正し

いと認める。 

 

WayBack Machine は、所定時間ごとに全世界の主要なサイトの画面

と内容を記録、キャプチャーするものであるが、すべてのページを記

録するわけではないので、WayBack Machine で証拠 3、5 のアップロー

ドの日付が見つからなくても、証拠 3、5 のアップロードの日付が改

竄、操作された証拠とすることはできない。 

 

証拠 4 の公証日は係争意匠の出願日よりも遅いが、証拠 4 の公証書

類における証拠 3 のページの内容は、証拠 3 の公開日が 2014 年 2 月

25 日であることを示しているので、証拠 3 の公開日が係争意匠の出願

日よりも早いことを証明できる。証拠 4 の URL と証拠 3 のキャプチ

ャーには、いずれも「JTfXh1n2tm0」と同じビデオコード（video code）
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が表示されており、公証書類のページ画面も証拠 3 の内容と同じであ

るので、2 つの URL のビデオは同一であると認められる。 

 

事例 13：創作性（組合せの動機付け及び視覚効果、知的財産裁判所

2017 年行専訴字第 18 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D158866 号「外部気体カバー」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2013 年 5 月 24 日であり、2014 年 2 月 11 日に登録された。無

効審判請求人（後に参加人）は、2015 年 3 月 26 日に、証拠 2、3 によ

り係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項の規

定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告）

は、無効成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審

判被請求人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起し

たが、経済部訴願委員会は、2017 年 9 月 14 に訴願棄却の決定をした。

訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起し

た。 

 

証拠 2 は、2011 年 6 月 21 日に登録された台湾の実用新案第 M406068

号「排気装置」である。証拠 3 は、2011 年 6 月 1 日に登録された台湾

の実用新案第 M404947 号「気流引導斜面を有する防風カバー」である。 

 

 知的財産裁判所の心証・判断 

 

係争意匠と証拠 2 の差異は、係争意匠ではカバーの側辺に「矩形の

導風口に内折り片が設けられている」（特徴 1）のに対し、証拠 2 では

矩形の排風口に内向きと外向きの 2 つ折り片がそれぞれ設けられてい

ること、及び、係争意匠ではカバーの上面に「2 つの同心の矩形であ

り、且つそれぞれの 4 つ角が対角線により繋がっている」（特徴 2）の

に対し、証拠 2 ではカバーの上表面に円形の特徴が設けられているこ

とにある。 
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係争意匠の特徴 1 は、証拠 2 の内向きと外向き 2 つの折り片のいず

れかを省略すれば容易に完成できるものである。特徴 2 は、証拠 3 に

より開示されている。係争意匠は、2 つの同心の矩形の比率が証拠 3 と

異なるが、その差異は比率の簡単な変更に過ぎない。 

 

証拠 2、3 の「排気装置」と「防風カバー」は、共に排気又は気流の

誘導に関連する意匠の分野に用いられる製品であり、いずれも基座と

カバーという共通の基本構成を有するものであるから、それが属する

意匠の分野における通常の知識を有する者は証拠 2、3 を組み合わせる

動機を有する。 

 

まとめると、係争意匠は証拠 2 に開示されたカバーの全体の形状及

び「内向きの折り片」の特徴に、証拠 3 カバーの上面における「2 つ

の同心の矩形であり、且つそれぞれの 4 つ角が対角線により繋がって

いる」特徴を組み合わせて比率を簡単に変更したものであり、また、

その変更を加えても係争意匠は証拠 2、3 と比べて特異な視覚効果を生

じないので、創作性を有しない。 

 

また、原告は、係争意匠は証拠 2、3 と視覚効果において完全に異な

ると主張した。しかし、証拠 2 には、係争意匠と類似する形状の基座

とカバーから構成される全体の形状が開示されており、その基座は係

争意匠と同じ薄板の矩形である。証拠 2 と係争意匠を比べると、縁部

分の幅は若干異なるものの、明らかな差異はなく、それが属する意匠

の分野における通常の知識を有する者が容易に変更できるものである。 
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係争意匠の斜視図（左）と証拠 3 の斜視図（右） 

 
証拠 2 

 

事例 14：創作性（上訴不適法、最高行政裁判所 2017 年裁字第 454 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D155708 号「スウィングレンチ」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2012 年 5 月 17 日であり、2013 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人

（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違反

するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、無

効成立、登録取消の審決をした。無効審判被請求人（後に訴願人・原告・上訴

人）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経済部訴願委員会は、訴願を棄

却した。訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起

した。知的財産裁判所は、その訴えを棄却した。原告（訴願人・上訴人）は、

判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。 

 

上訴人は、知的財産裁判所による行政訴訟判決を不服とし、最高行政裁判

所に上訴を提起した。上訴人は、「係争意匠は原判決から分かるように、特徴

1、2 を有する。また、審査段階の意見書及び無効審判答弁書から分かるよう

に、係争意匠はさらに特徴 3、4 を有するが、原判決は、係争意匠の請求の範

囲は特徴 1、2 のみにあると認定し、特徴 3，4 は審理されていない。つまり、

係争意匠の請求の範囲に対する原判決の認定は、証拠と異なり、法規の適用

が妥当ではない」「原判決は『意匠の外観が同一又は類似であるか否か』の基

準で係争意匠が容易に想到できるか否かを判断した。つまり、新規性の判断

方式で創作性を判断しているので、登録査定時の専利法第 122 条第 2 項（創

作性）の規定を誤って解釈した違法がある」及び「特徴 3、4 は、証拠 3~7 に
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より教示されていないにもかかわらず、原判決では正反対の認定がなされた」

などと主張した。 

 

 最高行政裁判所の心証・判断 

 

上訴の趣旨は、行政訴訟判決が法令に違反するというものであるが、上訴

理由は原審の証拠の取捨、事実の認定における職権の行使が妥当でないとい

う指摘であり、原審において既に逐一判断されたものを否定しただけである。

上訴理由は、法規の不適用、法規の不当な適用、又は行政訴訟法第 243 条第

2 条の各号のいずれかに該当する事情ではないので、上訴は不適法と認める。 

 

事例 15：創作性（局部の差異、最高行政裁判所 2016 年判字第 566 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D153654 号「曲げレンチ（三）」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2011 年 9 月 23 日であり、2013 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求

人（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違

反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、

無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、審決を不服とし、訴願を提起

した。経済部訴願委員会は、原処分を取り消し、原処分機関に差し戻すとい

う決定を下した。無効審判被請求人（後に原告・上訴人）は、訴願決定を不服

とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、訴えを棄

却した。原告は、判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。 

 

 最高行政裁判所の心証・判断 

 

上訴理由は、「原判決は、係争意匠の創作性の有無を判断するにあたって、

レンチのスパナ部を全体として観察せず、『スパナ部の V 字状開口の底縁の

両側により大きい曲率半径を有する突起弧面』にのみ注目しており、また客

観的な証拠がない中で、それが局部の些細で簡単な変更、著しく特異な視覚

効果を生じさせず容易に想到できる創作であると認定した。事実認定と法適

用に誤りがある」である。しかし、それは原判決の判断に反駁するものであ

り、原判決の法規の不適用、法規の不当な適用に関するものではないので、

当該理由は採用できない。 
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上訴理由はまた、「係争意匠の上記特徴において、スパナ部を点線で四等分

すれば、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者から見て、

それは単なる『局部の些細な差異』ではない」ということである。しかし、原

判決に詳細に記載されているとおり、スパナ部の V 字状開口の底縁が若干突

起弧面を呈することは、局部の些細な差異にすぎず、上訴人が主張する「よ

り大きい曲率半径を有する突起弧面」は、局部を拡大して観察しなければ、

肉眼でその差異を見出すことができない。原判決が、係争意匠を区切って観

察したのは、係争意匠の上記特徴は先行意匠の局部の些細な変更であり、ま

たその変更を加えても係争意匠の全体外観に著しく特異な視覚効果を生じさ

せるこができないことを説明するためのみである。また、原判決は、係争意

匠の他の特徴にも言及したので、原判決は意匠の創作性は肉眼で全体的に観

察すべきという原則に反していない。上訴人の理由は、採用できない。 

 

意匠の創作は、その物品の分野が相当に成熟している場合、その差異は際

立ちにくいので、その意匠登録の専利性を審査するときには寛容に認定すべ

きであるが、両者の差異が、先行意匠と出願時の通常の知識によりなし得る

簡単な創作であり、且つ当該意匠の全体外観に特異な視覚効果を生じさせる

のでなければ、依然として容易に想到し得るものであると認定すべきである。

その物品の分野が相当に成熟しているという理由で特別に寛容に認定したた

めに、かえって創作性の判断基準に違反するということがあってはならない。

係争意匠は、証拠 2、4、6 の先行意匠により局部の些細な点を簡単に変更す

れば容易に完成できるものであり、また、その変更を加えても係争意匠の全

体外観に特異な視覚効果を生じさせることがない。 
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と （意匠 ス ） 

 

 

第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の

「1．他人の意匠権に対する権利侵害の有無の確認」に説明したように、台湾で商品

の製造、輸入又は販売をする前に、当該商品について同一又は類似の第三者の意匠権

に抵触する可能性の有無を調査して確認する必要ある。確認の結果、第三者から権利

侵害として訴えられるリスクがあると判断した場合、権利侵害で訴えられることを避

けるために、無効審判請求や、設計変更、輸入又は発売プランの中止することが考え

られる。その他、自ら権利者に接触し、対象意匠権の譲渡、又はライセンス契約の締

結などの交渉を行う方法もある。 
 
通常、商品開発の初期段階である場合、他人の意匠権や特許権を回避するように設

計を変更することが比較的容易であり、権利の譲渡又はライセンス契約の締結は必要

ない。権利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結が必要となるのは、一般的

には、当該意匠のデザインはその市場において相当に大きな魅力があると評価された

場合、又は商品生産・販売計画が略固まっており、設計変更の所要コストに比べ、権

利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結に係る費用の方が少ない場合が考え

られる。したがって、その意匠権譲渡の費用、又は実施許諾を受けるためのライセン

ス料を如何に大きく軽減するかが、このときの重要な課題となる。権利者の背景情報

を詳しく調査し、権利者に受け入れられそうな合理的な最低価額又はライセンス料を

検討する必要がある。 
 
権利者自身も同一又は類似の意匠物品を実施しており、かつ、その規模がかなり大

きい場合、対等に話し合えるような有利な材料（例えば、相手にはない特殊な製造技

術や販売ルートを持っている）があれば、相手が交渉に応じる可能性がより高くなる

（例えば、クロスライセンス契約を結ぶ）。仮に、当方が支払わなければならない対価

が大きい場合は、やはり前節で説明したように、自社又は第三者の名義で無効審判を

請求することが好ましい。 
 
一方、権利者が個人、又は会社の規模が大きくない、又は当該意匠を実施していな

い場合は、比較的低いコストでその意匠権を譲渡、又は実施許諾を受けられる可能性

がある。ただし、このような交渉を行う場合は、相手に支払う対価には相場というも

のがなく、通常は、当事者にとっての権利の重要度などの要素により決められる。ま

た、ライセンスの交渉を行う場合、当事者の名称を明らかにした上で交渉しなければ

ならないので、相手方が、交渉対象が大手の会社であると知った途端、対価を引き上

げる可能性もある。これに対し、意匠権の譲渡を交渉する場合は、まずは信用できる

第三者の名義を借りて譲渡の交渉をし、意匠権が譲渡された後に、更に当該第三者か
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ら譲渡してもらえれば、対価を引き上げられずに譲渡の目的を達成することができる。 
 
参考のため、略式のライセンス契約のフォーム(添付資料三)、及び略式の譲渡契約

書のフォーム(添付資料四)を添付する。略式のフォームは、知的財産局に対して譲渡

又は実施権の設定の登録を申請する際に使用することができる。一方、当事者双方が

合意した正式な契約（Main Agreement）の詳細な内容は、専門の代理人又は弁護士

に作成させ、又は確認・修正させることを勧める。  
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第六 権 の について

 
 

専利法 136 条は、「意匠権者は、本法に別途規定がある場合を除き、意匠権者の同

意を得ずに、他人が当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する

権利を専有する。」と規定している。意匠権者が意匠権に基づいて権利を行使しよう

とする場合に、他人の行為が意匠権の侵害に該当するか否かが、侵害事件においては、

重要なポイントとなる。 
 

意匠権侵害に関する判断の流れと基準については、台湾知的財産局（日本の特許

庁に相当）が「専利侵害判断要点」（2016 年 2 月 15 日改訂、以下「判断要点」とい

う）を公表している。侵害訴訟事件においては、裁判所も「判断要点」を参考にし

て侵害が成立するか否かを決定するが、その決定は「判断要点」に拘束されるわけ

ではない。 

本章は、改訂後の「判断要点」の内容と、知的財産裁判所の近年の判例の動向を

あわせて説明したいと思う。第一節でまず「意匠権侵害の判断の流れ」を紹介し、

第二節の「意匠権の権利範囲の確定」、第三節の「意匠の同一・類似判断」と続き、

最後に、意匠侵害に関する裁判例を紹介する。 

匠 侵害 判 流  

 
.  

「判断要点」によると、意匠権侵害の判断の流れは、主に二段階に分かれて

おり、第一段階は「意匠権範囲の確定」、第二段階は「意匠権侵害の対比と

判断」。前述した第二段階における確定した意匠権の権利範囲と被疑侵害品

との対比、判断には、以下の手順を含む：  

 

1. 被疑侵害品の解析：意匠権の権利範囲における物品及び外観に照らし、

被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を解析し、後続の判断に用

いることとする。 
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2. 物品の類似判断：被疑侵害品が係争意匠に係る物品と同一又は類似する

か否かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を

構成しない。 

 

3. 外観の類似判断：被疑侵害品が係争意匠の外観と同一又は類似するか否

かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を構成

しない。 

 

4. 「禁反言」又は「先行意匠の抗弁」の適用判断：被疑侵害者が「禁反

言」又は「先行意匠の抗弁」の適用を主張する場合（被疑侵害者は択一

又は合併主張することができる）、前述した⑵、⑶と同時に主張を考慮

しなければならず、前述した⑵、⑶と優先順位関係はない。「判断要

点」には、判断の手順として、次頁のフローの図が掲載されている。 
 

判 判 手法が示  

 

「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確定された意匠

権の権利範囲に基づき、被 害 との対比を行う。意匠権の権利範囲の確

定は、図面に開示された内容を基準とすべきであり、明細書に記載された説

明を参酌することができる。これにより、図面に示された外観及びそれが応

用された物品を正確に認識し、その権利範囲を合理的に確定する。また、確

定された意匠権の権利範囲と被疑侵害品の対比を行う前に、被疑侵害品の解

析を行わなければならない。被疑侵害品の解析は、係争意匠の物品及び外観

に照らし、被疑侵害品における対応デザイン内容の認定を行い、この際、関

係のない部分は対比の対象に入れない。次に、一般の消費者が商品を選択す

る際の視点から、意匠権の権利範囲の全体内容と被疑侵害品の対応デザイン

内容との対比を行い、これによって物品が同一または類似するか否か及び外

観が同一または類似か否かを判断する。」30 

 

なお、実務上、原告が提訴の根拠とする係争意匠に対して、新規性、創作

性などの登録要件を満たしていないから無効とすべきである、といった無効

                                                   
30 知的財産裁判所 2017 年度民專訴字第 64 号（木彫り仏聯事件）、知的財産裁判所 2017 年民専上字

19 号民事判決（ドライバー事件）。 
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が同じ又は近似であるか」及び「新規特徴32を含むか」の 2 つであったのが、

「判断要点」と最近の裁判例では、米国の 2008 年 Egyptian Goddess 事件に

おける「通常観察者のテスト」という基準方法を参考に、「外観が同じ又は

類似であるか」だけを判断するようになったことである。すなわち、類似判

断において、「新規特徴を含むか」という点を独立のステップとして判断す

る必要がなくなった。

.  

判断基準では、類似判断の主体である「一般の消費者」が「意匠物品及び

その先行意匠を合理的に熟知している者（familiar with similar prior art）」に

定義される。当該物品の分野における一般的な程度の知識を有し、相違点を

合理的に判断できるものが想定されているが、意匠に係る物品について、専

門的なデザイナーではないと記載されている。 

裁判例においては、外観の類似判断の主体が、「一般の消費者」であるこ

とでは一致している。ヒンジフック締結具事件では、係争意匠に係る物品及

び被疑侵害品は共にヒンジフック締結具であり、ヒンジフック締結具は、ヒ

ンジフックの部品であり、本事件における「一般の消費者」とは、これらの

ヒンジフック製品の組み立てまたは保守を行う業者であると判断された33。

一方、物品の類否判断の主体は、知的財産裁判所の裁判例の多くは下記①

の説を採用しているが、下記②の説もある。

①「一般の消費者」：外観の類似判断と同様に、消費者が物品を購入する時

の観点から、消費者の購買心の喚起に着目すべきである 。 

②「専門的なデザイナー」説：専利法の目的が意匠の創作の保護にあると考

え、意識的に意匠の保護を拡大するために、専門的なデザイナーなどの当

                                                   
32現行「判断要点」改訂前の「専利侵害鑑定要点」には、「新規特徴とは、意匠が出願前の先行技術

に対し、客観的に新規性、創作性などの登録要件を満たしている創作的内容を言い、かつ、機能的設

計ではなく、視覚に訴える視覚的設計でなければならない。」と記載されている。 
33 知的財産裁判所2017年度民專上字第44号。なお、同裁判所の他の多数の判決も同見解。 
34 同裁判所 2016 年度民專訴字第 53 号 

- 171 -



 

 

業者の観点から、容易にほかの物品にも係争意匠を使用することに相当

し得る場合、物品の類否の認定は、専門的なデザイナーが判断すべきとす

る考え方である 。

                                                   
35 同裁判所 2016 年度民專訴字第 62 号 
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の確定 

 
. 及 定 

 

登録意匠の権利範囲は「物品」及び「外観」から構成されることから、物

品又は外観を確定する時、いずれも図面に開示された内容を基準とすべきで

あり、明細書に記載された説明を参酌することができる。 

 

1.  品  

登録意匠に係る物品の確定は、図面をその主要な根拠とし、明細書に

おける意匠の名称を参酌することができ、必要に応じて明細書における

物品の用途を参酌することによって当該意匠が応用された物品を認定

することもできる。 

 

2.   

登録意匠の外観の確定は、図面に開示された形状、模様又は色彩によ

って構成された外観全体を根拠とし、必要に応じて明細書における意匠

の文字説明を参酌することもできる。しかし、明細書における意匠の文

字説明について裁判所の実際運用（知的財産裁判所の 2013 年民専上 55

号など）の結果からみると、明細書中のデザイン特徵に対する「文字」

説明が仔細であればあるほど、意匠請求の範囲にこれらの文字説明の特

徴を含まなければならないと解釈され、その結果、意匠請求の範囲がよ

り狭まる可能性があるという指摘がある36。 

 

他の判断基準には次のものがある。 

 

(1)  意匠の外観の確定には、図面の各図（立体図、六面図、平面図、単

位図又はその他補助図を含む）に開示された形状、模様、色彩等すべて

の内容を総合して一意匠とすべきである。 

 

                                                   
36 May Chen (Chu-Mei Chen)、「登録意匠の「新規特徴」の意匠侵害事案における役割と判断方式」、

2015.07.30. 理律法律事務所ニュースレター 
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(2) 図面に色彩を含む場合であって、意匠権の権利範囲を確定する時、図面

に示された色彩及びその応用された物品の外観に基づき、その外観を確

定すべきである。ただし、意匠の説明において色彩を主張しないとの申

立てがなされている、又は 2004 年 7 月 1 日に施行された特許法施行細

則第 33 条第 3 項により色彩の工業色票番号が指定されていない或いは

色彩カードを添付していないため当該意匠は色彩を含まないと認定され

たものである場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その外観には色彩

が含まれないと確定すべきである。 

 

(3) 意匠は物品の外観に応用されたものであるが、物品表面の透明材料を通

して物品の内部を観察できる、又は物品の全体或いは局部が屈折、反射

により光学的効果を生じる場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その

外形輪郭のみを対象とすることはできず、可視できる内部特徴又は光学

効果を総合して行わなければならない。例えば時計の文字盤は内部特徴

であるが、透明カバーの一部分がレンズである場合、文字盤の光学効果

も考量しなければならない。 

 

(4) 変化する外観を有する意匠については、例えば変形ロボット又は変化す

る外観を有する画像意匠は、図面に開示されたすべての変化状態を基準

とし、さらに各図の名称及び意匠の説明において記載された内容を参酌

し、これに基づいて意匠権の権利範囲を確定すべきである。連続的な動

態変化を有する外観の画像意匠については、当該画像は順次変化するこ

とから、意匠権の権利範囲を確定する際に、図面に開示されたすべての

変化状態以外に、明細書に記載された変化の順序も考慮しなけらばなら

ない。 

 

(5) 同一又は対称であることから一部の図を省略する場合、意匠の説明に記

載した内容により、意匠権の権利範囲を確定しなけれなばらない。その

他の事由により一部の図を省略する場合、例えば使用中に見えないため

自動車底部を示す底面図を省略したことについては、当該底部は「権利

を主張しない部分（注：意匠登録を受けようとしない部分）」と見なす

べきである。 

 
. 分  
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前述した図 2.4 の「運動靴の一部」では、「権利を主張する部分」は

運動靴表面の模様の特徴であり、実線と破線で構成された「運動靴」を

当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.5 の「コント

ローラーの一部」では、「権利を主張する部分」はコントローラーの形

状輪郭で、ボタン等の特徴を含まず、実線と破線で構成された「コント

ローラー」を当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.3

に示すとおり、実線で表したのは「ヘッドライト」の部品、破線で表し

たのはその実施分野及び用途である「自動車」であるため、実線と破線

で構成された「自動車」ではなく、「自動車のヘッドライト」とし確定

すべきであり、また、実線のみを考慮して「各種用途に適用される発光

ランプ」と認定してもならない。 

 

2.   

 

部分意匠の外観の確定について、図面における「権利を主張する部分」

で表された内容を基準とすべきである。「権利を主張しない部分」とは

意匠権者が保護を請求しない部分であり、その開示内容は意匠の外観の

一部ではないが、「権利を主張する部分」が表される外観と環境との間

の位置、大きさ、分布関係の確定に用いることができるものである。簡

単に言えば、「権利を主張する部分」に開示された内容により、それと

「権利を主張しない部分」の関係を参酌して一つの具体的意匠を構成す

べきである。例えば図 2.6 に示す「カメラ用レンズ」では、その外観は

「やや『6』字形をしているレンズ外観（実線で表す）で、それはカメラ

本体の前面中央部に配設されている（破線によって実線で表される外観

と環境との関係を表す）」と確定すべきである。また、図 2.7 に示す「ナ

イフの一部」では、当該実線は一つの線のみであるが、その外観は「略

円弧状の刃先の輪郭で、それはナイフの刃先全体に位置している（破線

によって実線で表される外観と環境との関係を表す）」と確定すべきで

ある。 

 

また、図 2.8 の「タイヤの一部」では、その外観は「実線によって開

示されるタイヤの形状及びその表面両側の模様であり、表面の中間にあ

る破線は両側の模様と中間にある主張しない模様との間の分布関係を

表すものである」と確定すべきである。図 2.9 の「タイヤ」では、その
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侵 の と判  

 

意匠権侵害の判断は、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類似するか否かを対比、

判断することである。対比、判断する際には、一般の消費者が関連商品を購入する

時の観点に立ち、係争意匠の権利範囲の全体の内容と被疑侵害品における当該意匠

に対応する意匠の内容を対比することにより、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類

似する物品であるか否か、及び同一又は類似する外観であるか否かを判断すべきで

ある。 

 
.  

被疑侵害品が係争意匠の権利侵害を構成するか否かを対比、判断する前

に、まずは被疑侵害品の意匠内容を解析する必要がある。 

被疑侵害品の解析は、係争意匠の権利範囲で確定されている物品及び外観

に照らして、被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を認定すべきで、

関係ない部分は対比、判断に盛り込んではならない。係争意匠が物品の部品

製品である場合には、被疑侵害品におけるそれと対応する部品を対比の対象

としなければならない。 

 

例えば、係争意匠に係る物品が時計ベルトで、被疑侵害品は時計ベルトを

含む腕時計である場合、権利侵害を判断する際には、両者のベルトを対比、

判断の対象とすべきで、関係のないケースを考慮してはならない。また、係

争意匠の外観が立体形状のみで、被疑侵害品は立体形状及びその表面上の平

面模様を有している場合、権利侵害を判断する際には、両者の形状を対比、

判断の対象とすべきで、関係のない平面模様を考慮してはならない。係争意

匠の外観が形状と模様を含み、被疑侵害品は表面の模様がない製品（形状の

み有り）である場合、権利侵害を判断する際には、係争意匠の模様をおろそ

かにして両者の形状のみを対比することで、その意匠権の権利範囲を拡大し

てはならない。しかし、外観上分離できない創作に属する場合、例えばバラ

の花と葉で構成される模様、又は全体の輪郭とレリーフ装飾で構成される形

状の場合、対比、判断する時に、いずれのデザイン特徴も関係ない部分と見

なしてはならない。 
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判断する時に一般の消費者が実際に商品を購買、使用する状況及び商品の生

産販売状況をシミュレートすべきである。例えば、腰掛けと背もたれ椅子で

は、後者は前者に比べ、背もたれ機能を付加したものであるが、両者の座る

用途は類似する。万年筆とボールペンでは、両者はインク供給の方法が異な

るが、筆記用途は類似する。ダイニングテーブルと書斎デスクでは、両者の

使用場面は異なるが、用途は類似する。前述した 3 種類の状況はいずれも類

似物品に属する。また、クレヨンと口紅では、前者は絵画の用途で、後者は

化粧の用途であることから、両者の用途は明確に異なり、類似物品には属さ

ない。 

 

判断する時には、図面及び明細書において明確に記載された又は実質的に

含意される用途により当該物品の類似範囲を認定すべきである。例えば、図

面及び明細書に開示された「腕時計」は、計時用途が含意され、懐中時計又

は掛け時計もまた計時用途であることから、腕時計の類似物品となる。「国

際工業意匠分類」では、各種工業意匠の製品名称が列記してあることから、

判断する際に当該分類に列記された関連物品を参酌することもできるが、そ

れが同一カテゴリ又は同一サブカテゴリに属するからというだけで、同一又

は類似物品と認定すべきでない。 

 

 物品同一 物品類似 物品非類似 

外観同一 同一意匠 類似意匠 非類似意匠 

外観類似 類似意匠 類似意匠 非類似意匠 

外観非類似 非類似意匠 非類似意匠 非類似意匠 

 
三. 外 類  

 

外観の同一とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模様、色彩が完全に同

一であることを指す。外観の類似とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模

様、色彩が完全には同一ではないものの、両者の外観全体に実質的な違いが

ない場合を指す。判断する時には、一般の消費者が商品を購入する観点に立

ち、商品に対する一般の注意力で、「全体観察、総合判断」の方式で、係争

意匠の全体内容と被疑侵害品における当該意匠と対応する内容を直接対比

観察すべきであり、一般の消費者が被疑侵害品を係争意匠であると誤認し、
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混同を生じさせる視覚的印象をもたらす場合には、両者の外観全体には実質

的な違いはなく、外観が類似すると認定される。 

 

全体観察とは、係争意匠の図面の各図に開示される形状、模様、色彩から

構成される全体の内容と被疑侵害品における当該図面と対応する意匠内容

を観察するもので、いかなるデザイン特徴もおろそかにしてはならず、観察

した後、再度両者のデザイン特徴を対比して、その異同を分析して対比を行

う。 

 

総合判断とは、一般消費者の観点から、すべてのデザイン特徴の視覚的印

象全体に対する影響を総合して考慮するもので、係争意匠の六面図と被疑侵

害品の各図をそれぞれ判断するものではなく、両者の各デザイン特徴又は局

部の相違についてそれぞれ判断するものでもない。判断する際には、一つ一

つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、一つ一つのデザイン特徴に

いずれも同等の比重を付与するものではなく、局部の特徴の相異にとらわれ

てもならない。 

判断する際には、一つ一つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、

重点は被疑侵害品と係争意匠の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚的印象に

影響するに足りるか否かにある。前述の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚

的印象に影響するに足りない軽微な相違（minor difference）のみで、一般の

消費者が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同を生じさせる視覚的印象をも

たらす場合、両者の外観は類似すると認定すべきである。反対に、当該相違

が被疑侵害品の全体的な視覚的印象に影響するに足り、混同を生じない場合

には、両者の外観は類似しないと判断すべきである。 

 

被疑侵害品と係争意匠の相違がその全体的な視覚的印象に影響を与える

か否かを判断する時は、「注意を引きやすい部位又は特徴」を判断の重点と

すべきであり、必要に応じて、その他の要素を考慮すべきである。 

 

つまり、外観の同一又は類似の判断は、原則として次のように行う37。 

 

判断する際は、一般の消費者が商品を購入する観点により、商品に対する

普通の注意力をもって、全体を観察し、総合的に判断する。係争意匠の全体

                                                   
37 専利侵害判断要点、2016 年版、頁 78 
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の内容と被疑侵害品のデザインとを直接観察・比較した結果、一般の消費者

が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同した視覚的印象を生じた場合、両者

の全体の外観に実質的な相違がなく、類似する外観であると認定する。 

また、一般の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴は、例えば「先行意

匠と明らかに異なる係争意匠のデザイン特徴」、「正常な使用時に見えやす

い部位」（例えば冷蔵庫の扉又はシーリングライトの見上げ面）である。当

該部位又は特徴は視覚的印象全体に影響しやすいことから、判断する時に

は、当該部位又は特徴により高い比重を置いて行うべきである38。 

 
外観の類似を判断するにあたり、近時の裁判例では、おおむね次の判断手

順を採用している。 
 
1. 係争意匠と被疑侵害品の共通点と相違点を認定する。 

 

2. 認定された共通点と相違点が、一般消費者の注意を引く部分であるかの

認定及びその程度の評価を行う。 

 

3. 各共通点と相違点が全体的な視覚的印象を意匠に与える影響の大きさを

比較した上で、消費者に混同を生じさせる可能性を判断する（本章第四

節の事例 1～3 を参照）。 

 

また、外観の類似の判断にあたっては、米国の判例を参考に、類似の判断

基準に「三方対比法」という補助的分析方法が用いられることもある。三方

対比法とは、先行意匠により、係争意匠の属する創作分野における先行意匠

の状態及び三者間の類似度を分析することで、被疑侵害品と係争意匠との外

観全体が類似するかとの判断方法である。仮に「被疑侵害品と係争意匠の類

似度」が、「係争意匠と先行意匠の類似度」及び「被疑侵害品と先行意匠の

類似度」のいずれよりも高ければ、被疑侵害品と係争意匠は類似していると

判断するものである。

 
三方対比法の使用のタイミングについて、「判断要点」によると、全体観

察、総合判断の方法を経て、被疑侵害品と係争意匠との外観全体が明らかに

類似する、又は両者の相違が十分に明確（sufficiently distinct）で、明らかに

                                                   
38 専利侵害判断要点（ 年版）頁
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類似しない（plainly dissimilar）と認定することができる時は、先行意匠を考

慮して三方対比をする必要はなく、両者の外観全体が類似する又は類似しな

いと直接認定することができる。ただし、被疑侵害品と係争意匠が類似しな

い（not plainly dissimilar）ことが明らかではない場合、特に両者が類似する

か否かを判断し難い時は、当事者の主張又は個別案件の状況により、当事者

が提出した先行意匠又は出願包袋における先行意匠に基づき、係争意匠の属

する創作分野における先行意匠の状態を分析し、並びに三方対比により分

析、判断することができる。

「スーツケース事件」 において、知的財産裁判所は、被疑侵害品 1 と係

争意匠の下記の 2 つの相違点では、被疑侵害品が係争意匠よりも、本件中の

先行意匠（被告証拠 11）との類似度が高いので、被疑侵害品 1 と係争意匠は

類似しないと判断した。

「e：被疑侵害品 1 と先行意匠は共に長形の脚部を有するが、係争意匠は丸

形の脚部である」

「ｆ：被疑侵害品 1 と先行意匠は共にキータイプのロックを採用している

が、係争意匠は楕円形のダイヤル錠を採用している」

                                                   
39 知的財産裁判所 2017 年度民專訴字第 71 号 
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. 分  
 

1. 品の同  

 

被疑侵害品と部分意匠に係る物品が同一又は類似するか否かは、係争

意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断

すべきである。部分意匠の場合、通常、「権利を主張する部分」及び「権

利を主張しない部分」からなる物品が、意匠物品となる。当該意匠物品と

被疑侵害品について両者が同一又は類似の物品であるか否かを判断すべ

きである。もし部分意匠がある物品の構成部品（「権利を主張する部分」

をもってある物品の構成部品を表し、「権利を主張しない部分」をもって

当該部品の実施分野及び用途を表す）について権利を主張した場合、被疑

侵害品における対応する部分とその実際の用途について両者が同一又は

類似の物品であるか否かを判断すべきである。部分意匠における「権利を

主張する部分」と「権利を主張しない部分」で構成される物品と被疑侵害

品について判断を行うものではない。 

 
例 
〔係争意匠〕運動靴の一部         〔被疑侵害品〕運動靴 

 
〔説明〕 
係争意匠「運動靴の一部」に係る物品は「権利を主張する部分」と「権

利を主張しない部分」で構成される「運動靴」であり、被疑侵害品も「運

動靴」であるため、両者は同一物品であると認定すべきである。 

 

2. 観 同  

 

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意
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匠の図面における「権利を主張する部分」を基準とすべきであり、さらに

その「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係（「権

利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」と環境との間の位置、

大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分と被疑侵害品における

対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総

合的に判断すべきである。 

 

係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対応する部分

と同一であり、かつ当該「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大

きさ、分布関係もほぼ同じである場合、両者の外観が同一であると認定す

べきである。係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対

応する部分と同一又は類似であり、両者の相違が「権利を主張する部分」

と環境との間の位置、大きさ、分布関係が異なるのみである場合、原則と

して両者の外観が類似すると認定すべきである。ただし、当該相違が当該

類別の物品分野においてよく見られる設計手法ではない場合は、両者の

外観は同一でも類似でもないと認定することができる40。 

 
例 
〔係争意匠〕カメラ用レンズ       〔被疑侵害品〕カメラ 

 

〔説明〕 

係争意匠「カメラ用レンズ」の外観は、やや「6」字形をしているレン

ズ部分（実線で表す）がカメラ本体の前面中央部（破線で実線による外観

と環境との関係を表す）に配設されたものであり、被疑侵害品「カメラ」

は係争意匠と同じ「カメラ用レンズ」を有し、かつ当該レンズもカメラ本

体の前面中央部（位置、大きさ、分布関係がほぼ同じである）に配設され

                                                   
40専利侵害判断要点（ 年版）頁 ～  
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ているため、両者の外観は同一又は類似すると認定すべきである。 

 
.  

 

1. 品 同  

 

被疑侵害品と画像意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争

意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断す

べきである。例えば、係争意匠は「表示パネルのアイコン」で、被疑侵害

品は洗濯機のアイコンである場合、係争意匠の画像が応用された物品は「各

種電子情報製品において汎用の表示パネル」で、被疑侵害品の画像は「洗

濯機の表示パネル」に実施されている。被疑侵害品が係争意匠に含まれる

と判断すべきであり、両者が同一物品であると認定すべきである。また、

例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」で、被疑侵害品は洗濯機のア

イコンである場合、係争意匠の画像は「携帯電話の表示パネル」、被疑侵

害品の画像は「洗濯機の表示パネル」に実施されており、係争意匠に係る

物品の用途は「携帯電話」に限定され、被疑侵害品の「洗濯機」とが明ら

かに異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないと認定すべきである。

また、例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」であり、一方、被疑侵

害品は包装紙若しくは生地の模様、又は被疑侵害品は携帯電話の実体押し

ボタンの模様である場合、係争意匠が応用された物品は「携帯電話の表示

パネル」で、被疑侵害品の「包装紙」、「生地」又は「携帯電話の実体押

しボタン」の用途とは異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないと

認定すべきである。 
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例 

〔係争意匠〕表示パネルのアイコン〔被疑侵害品〕携帯電話 

 

〔説明〕 

係争意匠「表示パネルのアイコン」が応用された物品は「各種電子情報

製品において汎用の表示パネル」であり、一方、被疑侵害品のアイコンは

「携帯電話の表示パネル」に応用されたため、被疑侵害品が係争意匠に含

まれると判断すべきであり、両者は同一物品であると認定すべきである41。 

 

2. 観 同  

 

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意匠

の図面における「権利を主張する部分」（通常は画像の内容）を基準とす

べきであり、さらにその「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大

きさ、分布関係（「権利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」

と環境との間の位置、大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分

と被疑侵害品におけるそれと対応する内容とを対比し、両者の外観が同一

又は類似するか否かを総合的に判断すべきである。ただし、係争意匠が境

界線で意匠を主張する部分の境界を示すだけで、画像と環境との間の位置、

大きさ、分布関係を限定しない場合、被疑侵害品の対応する画像との環境

と間の関係を考慮に入れてはならない。 

 
 
 

                                                   
41専利侵害判断要点（2016 年版）頁 87～90 
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例 
〔係争意匠〕表示パネルのアイコン  〔被疑侵害品〕携帯電話 

 

〔説明〕 

係争意匠「表示パネルのアイコン」の外観は境界線で示される単一の「通

話アイコン」であり、そのアイコンと環境との間の位置、大きさ、分布関

係を限定しておらず、被疑侵害品「携帯電話」は係争意匠と同じ「通話ア

イコン」を有するため、両者の外観は同一であると認定すべきである。 

 
画像意匠に関する裁判例は、今のところ乏しいが、携帯電話・スマート

フォンが普及している現在、今後急激に増え、注目を集めることが予想で

きる。 
 
六.  

 

被疑侵害品と組物意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争意

匠の組物の構成物品と被疑侵害品における対応する内容について判断すべ

きである。判断する時は、組物を構成する物品全体の用途を判断の対象とす

べきであり、一部の物品が異なるからというだけで、物品が類似しないと認

定すべきではない。例えば、係争意匠が「一組のオーディオ機器セット」の

組物意匠である場合、その組物全体の用途と被疑侵害品とを対比すべきであ

り、「一組のオーディオ機器セット」の各構成物品に対してそれぞれ対比す

べきではない。係争意匠「一組のオーディオ機器セット」（プレーヤー、ア

ンプ及び左右スピーカーボックスを含む）と被疑侵害品のオーディオ機器設

備（プレーヤー、低音スピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックス
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を含む）との全体的な用途が類似しているため、たとえ両者の構成物品が多

少異なったとしも、依然として両者は類似物品であると認定すべきである。 

 

被疑侵害品と組物意匠との外観が同一又は類似するか否かの判断は、係争

意匠の図面に開示される物品全体の外観を対象とし、係争意匠に係る物品全

体の外観が統合された視覚的印象と被疑侵害品における対応する内容とを

対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総合的に判断するものと

する。 

 

原則として、被疑侵害品は係争意匠に係る物品全体の外観を含むことによ

り、初めて両者の外観が同一又は類似すると認定することができる。ただし、

被疑侵害品が係争意匠に係る物品全体の外観を含んでいないが、両者の相違

がその視覚的印象全体に影響を与えるに足りるものではなく、混同を生じさ

せる場合、依然として両者の外観は類似すると認定すべきである。 

 

例 
〔係争意匠〕 〔被疑侵害品〕 

一組のオーディオ機器セット オーディオ機器セット 

 
〔説明〕 

係争意匠「一組のオーディオ機器セット」はプレーヤー、アンプ及び左右

スピーカーボックスの物品によって構成された全体の外観を有するのに対

し、被疑侵害品「オーディオ機器セット」の構成物品はプレーヤー、低音ス

ピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックスを含み、両者の一部の構

成物品が異なるが、その全体用途が類似しているため、両者は類似物品であ

ると認定すべきである42。 

組物意匠に関する裁判例は少ないが、「制御ボックス及び工作機械事件」

                                                   
42 専利侵害判断要点（ 年版）頁 ～  
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43で裁判所は「被疑侵害品と組物意匠の物品は共に制御ボックス及び工作機

械であり、かつ、両者の外観が透明な安全カバーである、という共通点はあ

るが、制御ボックス及び工作機械の外観が異なるなどの相違点を考えると、

両者の視覚的印象は類似していない」と判断した。 

                                                   
43知的財産裁判所 2016年度民專訴字第 7号。 
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侵 の  

両 意匠全 判決 メ

 
知的財産裁判所 2017年民専上字 29号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/07/05）

本件 案

X 原告、被控訴人 は、意匠登録第 D171931「携帯式メモリ」（以下、本件意匠）

の意匠権を有する者であり、Yは本件意匠の実施品である携帯式メモリ（被疑侵害

品）を製造し、販売している。Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求

した結果、第一審は、被疑侵害品は係争意匠を侵害していると判断し、Yに対し、

百万台湾ドルを支払うよう命じた。Yはそれを不服として控訴を提起した。

旨

Yの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、

確定された意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。被疑侵害品を

解析してから、本件意匠の物品（請求範囲の記載をもとに確定する）及びその外観

を比較して、被疑侵害品の対応デザイン内容の認定を行う。関係のない部分は対比

の対象に入れない。一般の消費者が商品を選択する際の視点から、本件意匠の全体

内容と被疑侵害品の対応デザイン内容との比較を行う。この作業によって物品また

は外観の類似を判断する。」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づいて、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、c、dのいずれも

（下図を参照）、「普通の消費者の注意を引きやすい位置又は特徴」に属し、意匠全

体の視覚的イメージに影響を与えやすいものである一方、両意匠の相違点である e

と fは、視覚上明確なものではなく、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅

かであるとして、両者の外観が類似していると認定した。
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匠に創作性があるか否かを判断することができるが、依然として全体的に観察し、係

争意匠が『特殊な視覚的効果』を生じさせたのかを総合的に判断しなければならない」

との原則を独自に帰納した。そして、帰納して得られた原則により対比し判断した結

果、メモリ部と挿入保持部からなる係争意匠の全体の外観は先行意匠と明らかに異な

る特殊な視覚的効果を生じさせたとし、当該意匠に創作性があると認めた。

また、本件事案の第一審では、裁判所は無効論について、まず本件意匠の登録性を

肯定した中間判決をした上で、被疑侵害品は本件意匠を侵害していると判断した終局

判決をした。第一審の裁判所は、終局判決において、「全体観察、総合判断」の方法で、

両意匠の類似性を認めたほか、補助的方法として三方対比法により判断し、本件意匠

と、被疑侵害品と、先行意匠について、三方対比を行い、「被疑侵害品と本件意匠の類

似度」が「本件意匠と先行意匠の類似度」と比べてより近く、かつ、「被疑侵害品と本

件意匠の類似度」も「被疑侵害品と先行意匠の類似度」と比べてより近いとしたうえ、

この点からも被疑侵害品と本件意匠の外観は類似すると判断することができると認

定した。
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が意匠全 決 仏 ） 
知的財産裁判所 2018年民専上字第 9号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/08/30）

本件 案

X 原告、控訴人 は、意匠登録第 D159799号「木彫り仏聯」（以下、本件意匠）の意

匠権を有する者であり、Y は本件意匠の実施品である「仏道禅心 素面 木彫り仏聯」

（被疑侵害品）を製造し、販売している。（注：「仏聯」は二幅が対となった仏画）

Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は係

争意匠を侵害していないと判断し、Xの請求を棄却したが、Xは控訴を提起した。

旨

控訴審は X の請求を認容し、原判決を取消し、Y に対し、194,400 台湾ドルを支払

うよう命じた。

本判決をした裁判所は、「外観の同一・類似の判断は、普通の消費者が商品を選択す

る際の視点から、『全体観察、総合判断』の方法で、被疑侵害品と本件意匠のデザイン

内容を比較する。特に特徴的なデザインの共通点と相違点が、全体として視覚に与え

るイメージの影響を考量する。「普通の消費者の注意を引きやすい点」に重点を置き、

『先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴』（すなわち、本件意匠の『新規特徴』）、

『通常の状態で見やすい位置』、ほかのデザイン特徴をあわせて、全体の外観を統合

した視覚イメージなどを総合的に判断する」ことを判断基準としたことを明らかにし

た。

 

その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点 a、b、c、dのうち（下記の付図１

０を参照）、a と c は、先行意匠と比べて特徴的なデザインであるとはいえないが、b

と dは、先行意匠と比べて特徴的なデザインであり、かつ、通常の状態で見やすいと

ころに位置するため、普通の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴に該当し、外観

全体の視覚イメージに影響を与えるものとして認められる。一方、両意匠の相違点で

ある eと fは、被疑侵害品の細部を修正したものにすぎないため、普通の消費者の注

意を引きやすい部位又は特徴に該当せず、外観全体の視覚イメージに影響を与えるも

のとして認められない。したがって、両意匠は、共通点 cと dにより全体の外観につ

いて混同する視覚イメージが生じてしまい、実質的な差異はないとして、両者の外観

の類似性を肯定した。
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が意匠全 と 判決 ラ  
知的財産裁判所 2017年民専上字 19号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/03/15）

本件 案

X 原告、控訴人 は、意匠登録第 D153251「ドライバー」（以下、本件意匠）の意匠

権を有する者であり、Yは本件意匠の実施品であるドライバー（被疑侵害品）を製造

し、販売している。Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した結果、第

一審は Xの請求を棄却したが、Xがそれを不服として控訴を提起した。

旨

Xの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確

定した意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。意匠権の権利範囲と

は、図面で示された外観及びその物品を正確に把握することにより、合理的に確定で

きる範囲である。意匠の外観の確定とは、図面に掲載されている形状、模様又は色彩

により構成される全体の外観に基づいて行うが、必要である場合、明細書の説明を参

酌することも出来る」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、cのいずれも（下図

を参照）、ドライバー製品の基本的な形態又は先行意匠で広く使用されている従来の

特徴と認めた。一方、両意匠の相違点である dと eについて、相違点 dにおける、「ネ

ジ部分」と「溝」の配置関係が先行意匠と明らかに異なるため、相違点 dは「先行意

匠と明らかに異なるデザイン特徴’（すなわち、本件意匠の「新規特徴」）であるが、

被疑侵害品には d というデザイン特徴が含まれておらず、さらに、e の長さの割合の

差異により、両意匠の視覚的焦点が異なり、一層、全体として外観に異なる視覚イメ

ージを与えるので、両者は明確に区別することができる、と認定した。
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機 形態が 特徴 有 判決

ンジ タ タ ク

知的財産裁判所 2017 年民専上易字第 1 号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2017/09/28

本件 案

X 原告、被控訴人 は、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」

（以下、本件意匠）の意匠権を有する者であり、Y 被告、控訴人 は本件意匠の実施

品である「エンジン冷却用ウォータータンク」（被疑侵害品）を製造し、販売してい

る。X が Y に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は

係争意匠を侵害していると判断し、 に対し、15 万台湾ドルを支払うよう命じた。Y

はそれを不服として控訴を提起した。

判旨

Y の控訴を棄却した。

X の提訴に対し、控訴人 Y は、本件意匠の流入口、流出口、2 つの注水口の位置は、

エンジンの規格の配置に合わせるため、機能上要求されるものであり、二つの注水口

の位置もその数も、製品の技術的機能又は規格を考量したものにすぎず、本件意匠の

デザイン特徴ではないと反論した。

本判決をした裁判所は、純粋な機能的形態は、確かに意匠保護から除外されるが、

本件意匠の流入口、流出口、注水口は、エンジンと接続するために設置されたもので

あることから、実用性の目的を有する一方、その位置及びその数が、依然としてデザ

インまたは再構成により視覚上の特徴となり得ることも事実であり、また、このこと

は先行意匠の引用例 2 ，6 ，7 と比べて、本件意匠の流入口、流出口、注水口の位置

も数量も完全に異なることからもそれが分かると認定した。

同裁判所は、両意匠の共通点である特徴 A～F のうち、特徴 A～D はこの類の製品

が通常使用の状態で見やすい部分で普通の消費者の注意を引きやすい部分であるた

め、外観全体の視覚イメージに影響を与えるものである一方、共通点である特徴 G、

H は、局部的な修飾又は微小な差異にすぎないことから、両意匠は混同する視覚イメ

ージが生じてしまい、両者の外観が類似していると認定した。
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を不服として控訴を提起した。

旨

Yと Zの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、本件意匠と被疑侵害品を比較すると、共通点 a～gを有し、

さらに、本件意匠の先行意匠と明らかに異なる新規特徴である b、c、d、 gのいずれ

も（下図を参照）被疑侵害品と共通するとし、一方、両意匠の相違点である h～mは、

先行意匠を若干修正した結果に過ぎず、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅

かであるとして、両意匠は混同する視覚イメージが生じてしまい、両者の外観が類似

していると認定した。

また、Xの提訴に対し、被疑侵害品を製造している Yは、製品の製造は自身が所有

する意匠登録第 D159447 号に基づいて行っており、販売は Z に委託しているので、

主観的過失がないと抗弁した。販売を行っていた控訴人 Zも、Xの警告書を受け取っ

た後、速やかに販売中止を各代理店に通知したので、主観的過失がないと抗弁した。

Yと Zの抗弁に対して、同裁判所は、控訴人 Yが、電動自転車を研究開発する能力

を有し、意匠登録をも取得していることから、競合他社の商品に対し相当の注意を払

い、損害発生を回避する能力も注意義務もあると言えるにもかかわらず、本件意匠を

侵害する被疑侵害品を製造したことは、注意義務を怠った結果であると認定した。一

方、控訴人 Zの業務は、主に Yの電動自転車製品の販売であることから、市場の競合

商品の情報を調べる能力があり、他人意匠の存在に対する注意義務もあるにもかかわ

らず、本件意匠を侵害する被疑侵害品を販売したことは、注意義務を怠った結果であ

るとして、Yと Zのいずれも過失を有すると認定した。

また、Y、Z 両社の代表者が、自らは被疑侵害品の製造、販売には直接関与してい

ないため、職務の執行につき過失がない、と抗弁した。Y、Z 両社の代表者の抗弁に

対して、同裁判所は、代表者として各自社内の業務に対して管理・監督の責任を負う

と認め、Y、Z 両社の代表者のいずれも、会社と共に連帯で賠償責任を負うべきであ

ると判示した。
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